
テーマ：消費者被害の現状

～見守りが必要な人の被害～

高齢者や障害者の方が被害者となってしまう消費者トラブルが発生しています。周囲の

人が「どのように目を配ればこのような被害を防げるのか」、また「被害を受けてしまった

人をどのようにサポートしていけばよいのか」法律の専門家の立場から講演いただきます。

講 師 ： 弁護士 佐口 裕之（さぐち ひろゆき）氏

日 時 ： 平成２４年２月２５日（土） 午前１０時～１２時

会 場 ： 滋賀県消費生活センター３階研修室 （ＪＲ彦根駅徒歩５分）

定 員 ： ６０名 受 講 料 ： 無料

申込方法 ： 電話・ＦＡＸにて下記までご連絡ください

滋賀県ホームページから「しがネット受付サービス」で申し込めます。

滋賀県消費生活センター 〒５２２－００７１ 彦根市元町４－１

ＴＥＬ：０７４９－２７－２２３４ ＦＡＸ：０７４９－２３－９０３０

（ＰＣ）http://www.pref.shiga.jp/c/shohi/

（携帯）http://www.pref.shiga.jp/mobile/shohi/

携帯用ＱＲコード →

平成 23 年 10 月 6 日（木）＜会場:新旭公民館＞および平成 23 年 11 月 22 日（火）

<会場：県立男女共同参画センター＞に開催した講座と同内容となります。



滋賀県消費生活センター 行

ＴＥＬ ０７４９－２７－２２３４

ＦＡＸ ０７４９－２３－９０３０

「消費者被害の現状～見守りが必要な人の被害～」

（平成 24 年 2月 25 日開催分）に申し込みます。

住 所

または所属

氏 名

連絡先

電話番号


